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１．これまでの経緯について
平成３０年１０⽉
草津市版地域再⽣計画の策定・公表

平成３０年１０⽉ 〜 令和２年１１⽉
⼭⽥学区において、地域再⽣についての地元協議（計２４回）

令和２年３⽉２５⽇
草津市版地域再⽣計画に基づく、⼭⽥学区まちづくりプラン作成・公表

令和２年１１⽉２０⽇
地権者協議会および⺠間事業者より、市街化調整区域における地区計画について提案

令和２年１２⽉２１⽇、令和３年２⽉１６⽇、９⽉９⽇
滋賀県への事前相談

令和３年３⽉２６⽇
市都市計画審議会（その１）

令和３年６⽉
地区計画区域内の地権者の全員同意を得られる。

令和３年１２⽉１⽇
市都市計画審議会（その２）

令和４年２⽉２１⽇（本⽇）
市都市計画審議会
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２．⼟地利⽤計画図

山田学区まちづくりセンター

主要地方道大津守山近江八幡線（浜街道）

地区計画策定予定地
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「⼟地利⽤の⽅針」・・・市街化調整区域における⼟地利⽤の⽅針
○既存集落地等は、必要な施設整備の推進とともに、市街化調整
区域の性格を保持する地区計画を活⽤し、住⺠の意向を踏まえた
居住環境およびコミュニティの維持・向上を図ります。

「⼭⽥地域」・・・都市づくりの⽬標
○⼭⽥地域は、湖辺と草津川廃川敷地、草津川、伯⺟川などのグ
リーンベルトに囲まれた地域であり、その中に美しく広がる農業景観
の維持を都市づくりの基本とします。
また、幹線道路の整備の進捗に応じて、沿道開発の進展が予想さ
れるため、適切な⼟地利⽤の誘導を図るとともに、⾃然に囲まれた
良好な住環境の誘導を促進します。

３．都市計画マスタープランの位置付け
全体構想

地域別構想



４－１．地区計画の決定（案）について
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名 称︓北⼭⽥五条・⼭⽥地区計画
図⾯名︓計画図
位 置︓草津市北⼭⽥町、⼭⽥町の⼀部
⾯ 積︓約３．８ha

縮尺︓1/2,000



４－２．地区計画の決定（案）について
地区計画の⽬標
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○地域再⽣法第17条の17第3項第2号
地域再⽣拠点を形成するために集落福利等施設（教育⽂化施設、医療施設、福祉施設、
商業施設その他の集落⽣活圏の住⺠の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設⼜は地
域農林⽔産業振興施設その他の集落⽣活圏における就業の機会の創出に資する施設をい
う。）以下この号において同じ。）の⽴地を誘導すべき区域（以下「地域再⽣拠点区域」と
いう。）及び当該地域再⽣拠点区域にその⽴地を誘導すべき集落福利等施設（以下「誘
導施設」という。）並びに必要な⼟地の確保、費⽤の補助その他の当該地域再⽣拠点区
域に当該誘導施設の⽴地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

本地区は、草津市⻄部の市街化調整区域に属し、主要地⽅道⼤津守⼭近江⼋幡線
（通称「浜街道」という。）の沿道地であり、⼭⽥学区の概ね中⼼に位置する地区である。
⼭⽥学区では、近年、少⼦⾼齢化が進み、⼈⼝も減少し続けており、特に北⼭⽥町や⼭
⽥町等では、住⺠の⽇常⽣活に必要な地域の商店が閉店する等、地域コミュニティの維持や
⽣活機能の確保が困難な状態となってきている。
このことから、本地区に地域再⽣法第17条の17第3項第2号に該当する集落福利等施設
（以下「集落福利等施設」という。）を誘導し、⽴地することにより、学区及び周辺の住⺠の
⽇常⽣活の利便と安全・安⼼に寄与する⽣活拠点の形成を⾏い、加えて地区周辺の既存
集落と調和した安全性が⾼くゆとりと潤いのある良好な住宅地を形成し、地域の⾝近な拠点
となるまちづくりを本計画の⽬標とする。



４－３．地区計画の決定（案）について
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⼟地利⽤の⽅針
地区内の⼟地利⽤の⽅針を、次のように設定する。
【草津市市街化調整区域における地区計画制度運⽤基準に基づく⽣活拠点地区】
１ 本地区へ集落福利等施設を配置し、地域の⽣活利便性を⾼めるとともに、地域コ

ミュニティの維持や⽣活機能の確保を⾏い、地域の⽣活拠点となるような⼟地利
⽤を図る。

２ 本地区は、市街化調整区域である特性を踏まえ、無秩序な市街化を規制するとと
もに、⾃然環境・景観等と調和した魅⼒ある良好な⼟地利⽤を図る。

３ 災害時の⽣活物資等の供給や⼀時避難所など、地域の防災拠点となりうる⼟地
利⽤を図る。

【草津市市街化調整区域における地区計画制度運⽤基準に基づく⼾建住宅地区】
１ 本地区は⼾建住宅を中⼼とした、緑豊かな潤いのある住環境の形成を図る。
２ 本地区は、市街化調整区域である特性を踏まえ、無秩序な市街化を規制するとと

もに、⾃然環境・景観等と調和した魅⼒ある良好な⼟地利⽤を図る。
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４－４．地区計画の決定（案）について

地区施設の整備の⽅針
地域コミュニティの維持や⽣活機能の確保を図るため、まちづくりセンター等の公共
施設を含む集落福利等施設を複数配置するほか、公園等を整備し、これらの施設
の機能の維持・保全を図る。
防災の観点から、地域住⺠の安全・安⼼な⽣活に寄与するオープンスペースならび
に避難路となる道路等を整備し、これらの維持・保全を図る。

建築物等の整備の⽅針
⼟地利⽤⽅針に沿った良好な⽣活拠点を形成するため、建築物等の⽤途の制限、
建築物等の容積率の最⾼限度、建築物等の建蔽率の最⾼限度、建築物の敷地
⾯積の最低限度、壁⾯の位置の制限、⽇影規制、建築物等の⾼さの最⾼限度、
敷地の緑化措置、建築物等の形態または⾊彩その他の意匠の制限、かきまたはさく
の構造の制限を定める。
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４－５．地区計画の決定（案）について
地区の名称 ⽣活拠点地区 ⼾建住宅地区
地区の⾯積 約1.2ha 約2.6ha
建築物の⽤
途制限

建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第⼆
（ほ）の基準の範囲内かつ、集落福利等施設におけ
る公共施設、医療施設、商業施設および福祉施設
以外の建築物は、建築してはならない。ただし、⽣活
拠点を形成するうえで、周辺環境を考慮し、草津市
都市計画審議会の意⾒を聴いてやむを得ないと認め
られる場合は、上記の医療施設、商業施設および福
祉施設には、兼⽤住宅を含むものとする。この場合に
おける兼⽤住宅の居住に要する⾯積は延べ⾯積の半
分以下とする。

建築基準法（昭和25年
法律第201号）別表第
⼆（は）の基準の範囲内
の建築物は建築できる。た
だし、⻑屋、共同住宅、寄
宿舎、下宿、畜舎は除く。
また、店舗については、都
市計画法第34条第1号に
該当するものに限る。

地区施設の
配置および
規模

道路 主要区画道路【幅員9ｍ(内訳︓⾞道6ｍ、歩道3ｍ)】
区画道路【幅員6ｍ】

公園 公園(⾯積約1,150㎡)

○各法令について
建築基準法 別表第⼆（ほ）【第⼀種住居地域】（Ｐ１７を参照）
建築基準法 別表第⼆（は）【第⼀種中⾼層住居専⽤地域】（Ｐ１７を参照）
都市計画法第34条第1号（Ｐ１８を参照）



４－６．地区計画の決定（案）について

建築物等の容積率の最⾼限度 ２００％ １００％

建築物等の建蔽率の最⾼限度 ６０％ ６０％

建築物の敷地⾯積の最低限度 ５００㎡ ２００㎡

壁⾯の位置の制限 道路・隣地境界から
２ｍ以上

道路・隣地境界から
1ｍ以上

⽇影規制 第⼀種住居地域の基準 第⼀種中⾼層住居専
⽤地域の基準

建築物等の⾼さの最⾼限度 13ｍ以下※

敷地の緑化措置
樹種の構成および樹⽊の配置を考慮のうえ植栽を
⾏い、草津市景観計画に基づく緑化措置を講じる
こと。

10
※ただし、草津市景観審議会の意⾒を聴いてやむを得ないと認められる場合を除く。



11

４－７．地区計画の決定（案）について

※⼤規模建築物については、 3階以上の上層階の外壁には明度の明るい⾊（明度4以上）や
彩度の低い⾊を⽤いること。

建築物等の
形態または⾊
彩その他の意
匠の制限

１.建築物、⾨、塀および物置等の⾊
彩および形態は、周辺の集落景観との
調和に配慮した、全体的にまとまりのあ
るものとする。

１.建築物、⾨、塀および物置等の⾊
彩および形態は、周辺の集落景観と調
和に配慮した、全体的にまとまりのある
ものとし、かつ良好な住宅地にふさわし
いものとする。

2.建築物の外観および屋根に使⽤する⾊彩は、下表のいずれかに該当するもの

⾊相 彩度(上限値) 明度(下限値)

0.1Ｒ〜10Ｇ 6以下 3以上

0.1ＢＧ〜10RP 3以下 3以上

無彩⾊ ー 3以上
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４－８．地区計画の決定（案）について
建築物等の形
態または⾊彩
その他の意匠
の制限
(続き)

３ 屋上に設ける設備は、できるだけ⽬⽴たない位置に設
置するとともに、建築物本体および周辺景観との調和を
配慮したものとすること。これにより難い場合は、⽬隠し
措置などの修景措置を講じること。

４ 屋上⼯作物は、建築物本体の形態と調和を図るととも
に、スカイラインに与える影響を軽減させるよう、できるだ
けすっきりとした形態とすること。

５ 屋外広告物は、次の各号を満たすもの以外は表⽰、設
置してはならない。

(1)⼟地所有権者等が⾃⼰の⽤に供するもの
(2)周辺との調和を⼗分配慮したデザイン、⾊彩のもの
(3)建築物等の⾼さの最⾼限度を超えないもの

３〜５は左記
(⽣活拠点地区
と同様)

かきまたはさく
の構造の制限

１ 周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠と
すること。

２ できるだけ落ち着いた⾊彩で、周辺景観および敷地内の状況との調和が得
られるものとすること。

備考 ⽣活拠点地区においては、建築基準法別表第⼆（い）項第9号および
（は）項第7号に掲げる建築物について、建築物の敷地⾯積の最低限度を
200㎡以上とする。
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５－１．今後のスケジュール
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５－２．今後のスケジュール
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建築基準法 別表第⼆ ⽤途地域等内の建築物の制限（抜粋）
(い) 第⼀種低層

住居専⽤地
域内に建築す
ることができる
建築物

⼀ 住宅
⼆ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する⽤途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎⼜は下宿
四 学校（⼤学、⾼等専⾨学校、専修学校及び各種学校を除く。）、図書館その他これらに類する
もの

五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 ⽼⼈ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場（⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和⼆⼗三年法律第百
⼆⼗⼆号）第⼆条第六項第⼀号に該当する営業（以下この表において「個室付浴場業」とい
う。）に係るものを除く。）

⼋ 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
⼗ 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除く。）

(は) 第⼀種中⾼
層住居専⽤
地域内に建
築することがで
きる建築物

⼀ （い）項第⼀号から第九号までに掲げるもの
⼆ ⼤学、⾼等専⾨学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 ⽼⼈福祉センター、児童厚⽣施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲⾷店その他これらに類する⽤途に供するもののうち政令で定めるものでその⽤途に供する
部分の床⾯積の合計が五百平⽅メートル以内のもの（三階以上の部分をその⽤途に供するもの
を除く。）

六 ⾃動⾞⾞庫で床⾯積の合計が三百平⽅メートル以内のもの⼜は都市計画として決定されたもの
（三階以上の部分をその⽤途に供するものを除く。）

七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
⼋ 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除く。）

(ほ) 第⼀種住居
地域内に建
築してはなら
ない建築物

⼀ （へ）項第⼀号から第五号までに掲げるもの
⼆ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 （は）項に掲げる建築物以外の建築物の⽤途に供するものでその⽤途に供する部分の床⾯積の
合計が三千平⽅メートルを超えるもの（政令で定めるものを除く。） 16



⼀ 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利⽤に供する政
令で定める公益上必要な建築物⼜はこれらの者の⽇常⽣活のため必要な物品
の販売、加⼯若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類す
る建築物の建築の⽤に供する⽬的で⾏う開発⾏為

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発⾏為(主として第⼆種特定
⼯作物の建設の⽤に供する⽬的で⾏う開発⾏為を除く。)については、当該申請に係
る開発⾏為及びその申請の⼿続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係
る開発⾏為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知
事は、開発許可をしてはならない。

都市計画法第３４条第１号

17

○都市計画法第３４条第１号の具体例（草津市開発事業の⼿引きより抜粋）
・飲⾷料品⼩売業・・・野菜・果実⼩売業、菓⼦・パン⼩売業、コンビニエンスストア等
・機械器具⼩売業・・・⾃動⾞⼩売業、⾃転⾞⼩売業
・飲⾷店・・・⾷堂・レストラン、専⾨料理店（料亭は除く）等
・サービス業・・・洗濯業（洗濯業、クリーニング業、洗濯物取次業に限る）等
※ただし、これらに該当する業種であっても、開発区域周辺の状況、⽴地の可能性、
店舗の規模等の状況を個別に審査するため、必ずしも許可をうけられるものではあ
りません。



市街化調整区域における地区計画制度 類型別運⽤基準表
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第⼀種住居地域における北側斜線・⽇影規制の基準
⽤途地域 北側斜線 ⽇影規制

時間 平均地盤⾯からの⾼さ
第⼀種住居地域 無 ５時間（5ｍ〜10ｍ以内の範

囲に影がかかり続けている時間）
４ｍ
（平均の地⾯の⾼さから４
ｍの箇所で計測する）３時間（5ｍ〜10ｍ以上の範

囲に影がかかり続けている時間）

⽇影規制

5ｍ 10ｍ
5時間 3時間

建築物

4ｍ

⽇影規制の図
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※第⼀種住居地域では、⾼さが10ｍを超える建築物について⽇影規制が適⽤されます。また、第⼀種中⾼
層住居専⽤地域では、⽇影規制の時間が4時間と2.5時間となります。
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